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(57)【要約】
【課題】放熱効果を抑制することなく、放熱を行う部材
の固有振動周波数とその高次高調波によって発生するノ
イズを低減する。
【解決手段】超音波を発生させると共に超音波を検出す
る音響素子２０と、音響素子２０を被検査物側とは逆側
で支持する支持体３１と、支持体３１の音響素子２０と
は逆側に設けられた放熱材３３とを備え、熱伝導性材料
を含んだ減衰材からなる減衰・熱伝導材３２が放熱材３
３に接して設けられている。
　減衰・熱伝導材３２は、超音波を減衰させてノイズの
低減を図り、熱伝導性も備えるので、補強材３１から放
熱材３３への熱伝導を阻害しない。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を発生させると共に超音波を検出する音響素子と、
　前記音響素子を被検査物側とは逆側で支持する支持体と、
　前記支持体の前記音響素子とは逆側に設けられた放熱材とを備え、
　熱伝導性材料を含んだ減衰材からなる減衰・熱伝導材が前記放熱材に接して設けられて
いることを特徴とする超音波探触子。
【請求項２】
　前記放熱材の前記音響素子側の端部に、前記減衰・熱伝導材が設けられていることを特
徴とする請求項１記載の超音波探触子。
【請求項３】
　前記放熱材の前記音響素子側とは逆側の端部に前記減衰・熱伝導材が設けられているこ
とを特徴とする請求項１記載の超音波探触子。
【請求項４】
　前記減衰・熱伝導材は、前記放熱材とは異なる材質であることを特徴とする請求項３記
載の超音波探触子。
【請求項５】
　超音波を発生させると共に超音波を検出する音響素子と、
　前記音響素子を被検査物側とは逆側で支持する支持体と、
　前記支持体の前記音響素子とは逆側に設けられた放熱材とを備え、
　前記放熱材の前記音響素子側とは逆側の端部に、多面の散乱構造からなる減衰部が形成
されていることを特徴とする超音波探触子。
【請求項６】
　前記散乱構造は、鋸歯状構造であることを特徴とする請求項５記載の超音波探触子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波探触子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波探触子を体表から当てるという簡単な操作で心臓の拍動や胎児の
動きの様子が超音波画像として得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査を行うこと
ができる。超音波診断を行うために用いられ、超音波画像を生成して表示する超音波診断
装置が知られている。
【０００３】
　超音波診断装置は、超音波を被検体に送信し反射された超音波を受信する超音波探触子
を有する。
　従来の超音波探触子は、ケースと、圧電素子と、圧電素子の背面側（被検体である生体
とは逆側）に接着され、超音波を減衰させる背面負荷材と、背面負荷材の背面側に接着さ
れ、超音波により発生した熱をケースに伝える伝熱部材とを備えている（例えば、特許文
献１参照）。
　そして、超音波診断の際に、超音波により発生した熱を背面負荷材から伝熱部材を介し
てケースに伝えて放熱を行っていた。
【０００４】
　また、他の超音波探触子は、圧電素子と、圧電素子の背面側（生体とは逆側）に配設さ
れ、超音波を減衰させる背面負荷材と、背面負荷材の背面側に配設され、超音波により発
生した熱を放熱する第一及び第二の放熱部材と、第一の放熱部材と第二の放熱部材との間
に介挿された吸音部材と、吸音部材を回避して第一の放熱部材と第二の放熱部材との間で
伝熱する支持部材とを備えている（例えば、特許文献２参照）。
　そして、超音波診断の際に、超音波により発生した熱を背面負荷材から第一の放熱部材
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に伝え、さらに、支持部材を介して第二の放熱部材に伝えて放熱を行っていた。
　また、吸音部材は、第一の放熱部材に反射する超音波を吸収し、ノイズの低減を行って
いた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５８２８７０３号公報
【特許文献２】特許第４４０８８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　生体に接触した状態で診断を行う超音波探触子は、超音波発生時に圧電素子周辺での超
音波伝搬ロスによって発熱するため、診断時の生体接触部には発熱温度の規制があり、規
制を満足するためには駆動電圧を抑制することが有効である。
　特許文献１の超音波探触子は、駆動電圧を抑制すると超音波探触子の感度が低下するの
で、生体の反対側へ照射された超音波を背面負荷材によって減衰させ、背面負荷材の背面
側に設けられた伝熱部材により放熱して、生体接触部の発熱温度低減を実施していた。
　しかしながら、特許文献１の超音波探触子は、背面負荷材によって減衰しきれなかった
超音波が、伝熱部材に伝わり、当該伝熱部材の固有振動周波数とその高次高調波成分が増
幅され、不要信号として圧電素子に入力され、超音波診断画像にノイズが発生してしまう
という問題があった。
　また、特許文献２の超音波探触子は、背面負荷材の背面側の第一の放熱部材と第二の放
熱部材との間に吸音部材を設けてノイズの低減を図っているが、吸音部材が熱伝達を抑制
し、十分な放熱効果が得られないという問題があった。
【０００７】
　本発明は、放熱効果を抑制することなく、放熱を行う部材の固有振動周波数とその高次
高調波によって発生するノイズを低減することが可能な超音波探触子を提供することをそ
の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、超音波探触子において、
　超音波を発生させると共に超音波を検出する音響素子と、
　前記音響素子を被検査物側とは逆側で支持する支持体と、
　前記支持体の前記音響素子とは逆側に設けられた放熱材とを備え、
　熱伝導性材料を含んだ減衰材からなる減衰・熱伝導材が前記放熱材に接して設けられて
いることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の超音波探触子において、
　前記放熱材の前記音響素子側の端部に、前記減衰・熱伝導材が設けられていることを特
徴とする。
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の超音波探触子において、
　前記放熱材の前記音響素子側とは逆側の端部に前記減衰・熱伝導材が設けられているこ
とを特徴とする。
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の超音波探触子において、
　前記減衰・熱伝導材は、前記放熱材とは異なる材質であることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、超音波探触子において、
　超音波を発生させると共に超音波を検出する音響素子と、
　前記音響素子を被検査物側とは逆側で支持する支持体と、
　前記支持体の前記音響素子とは逆側に設けられた放熱材とを備え、
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　前記放熱材の前記音響素子側とは逆側の端部に、多面の散乱構造からなる減衰部が形成
されていることを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、請求項５記載の超音波探触子において、
　前記散乱構造は、鋸歯状構造であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、放熱効果を抑制することなく、放熱を行う部材の固有振動周波数とそ
の高次高調波によって発生するノイズを低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置の外観図である。
【図２】超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】超音波探触子の内部構成を示す断面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態の超音波探触子の内部構成を示す断面図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態の超音波探触子の内部構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［第一の実施形態］
　以下に、本発明の第一の実施形態について図面を用いて説明する。ただし、以下に述べ
る実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが
、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００１４】
［超音波画像診断装置］
　本実施の形態に係る超音波探触子２を備えた超音波画像診断装置Ｓは、図１及び図２に
示すように、超音波画像診断装置本体１と超音波探触子２とを備えている。超音波探触子
２は、超音波画像診断装置Ｓにとっての被検査物としての図示しない生体等の被検体に対
して超音波（送信超音波）を送信するとともに、この被検体で反射した超音波の反射波（
反射超音波：エコー）を受信する。超音波画像診断装置本体１は、超音波探触子２とケー
ブル３を介して接続され、超音波探触子２に電気信号の駆動信号を送信することによって
超音波探触子２に被検体に対して送信超音波を送信させるとともに、超音波探触子２にて
受信した被検体内からの反射超音波に応じて超音波探触子２で生成された電気信号である
受信信号に基づいて被検体内の内部状態を超音波画像として画像化する。
【００１５】
　超音波探触子２は、例えば、方位方向に一次元アレイ状に複数配列された振動子２ａを
備えている。本実施の形態では、例えば、１９２個の振動子２ａを備えた超音波探触子２
を用いている。なお、振動子２ａは、二次元アレイ状に配列されたものであってもよい。
また、振動子２ａの個数は、任意に設定することができる。また、本実施の形態では、超
音波探触子２について、リニア走査方式の電子スキャンプローブを採用したが、電子走査
方式あるいは機械走査方式の何れを採用してもよく、また、リニア走査方式、セクタ走査
方式あるいはコンベックス走査方式の何れの方式を採用することもできる。
【００１６】
　超音波画像診断装置本体１は、例えば、図２に示すように、操作入力部１１と、送信部
１２と、受信部１３と、画像生成部１４と、メモリー部１５と、ＤＳＣ（Digital Scan C
onverter）１６と、表示部１７と、制御部１８とを備えて構成されている。
【００１７】
　操作入力部１１は、例えば、診断開始を指示するコマンドや被検体の個人情報等のデー
タの入力等を行うための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等
を備えており、操作信号を制御部１８に出力する。
【００１８】
　送信部１２は、制御部１８の制御に従って、超音波探触子２にケーブル３を介して電気
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信号である駆動信号を供給して超音波探触子２に送信超音波を発生させる回路である。
　送信部１２は、制御部１８の制御に従って、駆動信号を供給する複数の振動子２ａを、
超音波の送受信毎に所定数ずらしながら順次切り替え、出力の選択された複数の振動子２
ａに対して駆動信号を供給することにより走査を行う。
【００１９】
　受信部１３は、制御部１８の制御に従って、超音波探触子２からケーブル３を介して電
気信号の受信信号を受信する回路である。受信部１３は、各振動子２ａからの受信信号の
時相を整え、これらを加算（整相加算）して音線データを生成する。
【００２０】
　画像生成部１４は、受信部１３からの音線データに対して所定の処理を行うことにより
、Ｂモード画像データを生成する。即ち、Ｂモード画像データは、受信信号の強さを輝度
によって表したものである。画像生成部１４にて生成されたＢモード画像データは、メモ
リー部１５に送信される。
【００２１】
　メモリー部１５は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等の半導体メ
モリーによって構成されており、画像生成部１４から送信されたＢモード画像データをフ
レーム単位で記憶する。即ち、メモリー部１５は、フレーム単位により構成された超音波
診断画像データとして記憶することができる。メモリー部１５に記憶された超音波診断画
像データは、制御部１８の制御に従って読み出され、ＤＳＣ１６に送信される。
【００２２】
　ＤＳＣ１６は、メモリー部１５より受信した超音波診断画像データをテレビジョン信号
の走査方式による画像信号に変換し、表示部１７に出力する。
【００２３】
　表示部１７は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）ディ
スプレイ、有機ＥＬ（Electronic Luminescence）ディスプレイ、無機ＥＬディスプレイ
及びプラズマディスプレイ等の表示装置が適用可能である。表示部１７は、ＤＳＣ１６か
ら出力された画像信号に従って表示画面上に超音波診断画像の表示を行う。なお、表示装
置に代えてプリンター等の印刷装置等を適用してもよい。
【００２４】
　制御部１８は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えて構成され、ＲＯＭに記憶されているシ
ステムプログラム等の各種処理プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、展開したプログ
ラムに従って超音波画像診断装置Ｓの各部の動作を集中制御する。
　具体的には、制御部１８は、送信部１２を制御して、超音波探触子２に送信超音波を発
生させ、受信部１３を制御して、超音波探触子２から反射超音波の受信信号を受信すると
共に音線データを生成させる。
　さらに、制御部１８は、画像生成部１４を制御して、Ｂモード画像データを生成させ、
メモリー部１５に超音波診断画像データとして記憶し、ＤＳＣ１６を制御して、超音波診
断画像データを表示部１７に表示させる。
【００２５】
［超音波探触子］
　次に、本実施の形態に係る超音波探触子２について、図３を参照しながら説明する。
　図３は図における上方が被検査物としての被検体側を示しており、図における下方が被
検体とは逆側（被検体から離れる側）を示している。以下の説明では、被検体側を「前側
」いい、被検体とは逆側（被検体から離れる側）を「後側」という。
　超音波探触子２は、例えば、前側から順番に、音響素子２０、支持体としての補強材３
１、減衰・熱伝導材３２、放熱材３３が後方に向かって並んだ状態で設けられており、図
示しないケーシングがこれらの構成（後述する音響レンズ２５を除く）を格納支持してい
る。
【００２６】
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［音響素子］
　音響素子２０は、前側から順番に、音響レンズ２５、音響整合層２３、圧電素子２２、
ＦＰＣ２４、背面負荷材２１が後方に向かって並んだ状態で設けられている。
　なお、音響レンズ２５は、被検体に接触させるので、少なくともその前面が前述したケ
ーシングから露出した状態で保持されている。
【００２７】
［音響素子：圧電素子］
　圧電素子２２は、電極及び圧電材料を有し、電気信号を機械的な振動に、また機械的な
振動を電気信号に変換可能で超音波の送受信が可能な素子（圧電素子）である。
【００２８】
　圧電材料は、電気信号を機械的な振動に、また機械的な振動を電気信号に変換可能な圧
電体を含有する材料である。圧電体としては、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）系セラミ
ックス、チタン酸鉛、メタニオブ酸鉛等の圧電セラミックス、ニオブ酸リチウム、亜鉛ニ
オブ酸鉛とチタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛とチタン酸鉛等の固溶系単結晶からなる
圧電単結晶、水晶、ロッシェル塩、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、あるいはＶＤＦ
と、例えば、３フッ化エチレン（ＴｒＦＥ）の共重合体であるポリフッ化ビニリデン－３
フッ化エチレン（Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ））のようなＰＶＤＦ共重合体、シアン化ビニリ
デン（ＶＤＣＮ）の重合体であるポリシアン化ビニリデン（ＰＶＤＣＮ）、あるいはシア
ン化ビニリデン系共重合体あるいはナイロン９、ナイロン１１等の奇数ナイロンや、芳香
族ナイロン、脂環族ナイロン、あるいはポリ乳酸や、ポリヒドロキシブチレート等のポリ
ヒドロキシカルボン酸、セルロース系誘導体、ポリウレア等の有機高分子圧電材料等を用
いることができる。
【００２９】
　圧電材料の厚さとしては、例えば、１００～５００μｍの範囲で用いられる。圧電材料
は、その両面に電極が付された状態で、振動子２ａとして用いられる。
【００３０】
　圧電材料に付される電極に用いられる材料としては、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、銀（
Ａｇ）、パラジウム（Ｐｄ）、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）、
スズ（Ｓｎ）等が挙げられる。
【００３１】
　また、圧電素子２２は電極がＦＰＣ（Flexible printed circuits）２４と接触されて
おり、ＦＰＣ２４はケーブル３と電気的に接続されている。したがって、超音波画像診断
装置本体１から出力される駆動信号がＦＰＣ２４を介して圧電素子２２に入力され、圧電
素子２２で発生した受信信号が超音波画像診断装置本体１に出力される。
【００３２】
［音響素子：背面負荷材］
　背面負荷材２１は、超音波探触子を構成する各部材の積層方向について、圧電素子２２
に対して後側に設けられている。
　背面負荷材２１は、音響インピーダンスが圧電素子２２よりも低い材料により形成され
ており、不要な超音波を吸収し得る超音波吸収体である。即ち、背面負荷材２１は、圧電
素子２２の後端から発生する超音波を吸収する。
【００３３】
　背面負荷材２１を構成する材料としては、天然ゴム、フェライトゴム、エポキシ樹脂や
、これらの材料に酸化タングステンや酸化チタン、フェライト等の粉末やマイクロバルー
ンを入れてプレス成形したゴム系複合材やエポキシ樹脂複合材、塩化ビニル、ポリビニル
ブチラール（ＰＶＢ）、ＡＢＳ樹脂、ポリウレタン（ＰＵＲ）、ポリビニルアルコール（
ＰＶＡＬ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアセタール（ＰＯＭ
）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＰ）、フッ素樹脂（ＰＴＦＥ）ポリエチレング
リコール、ポリエチレンテレフタレート－ポリエチレングリコール共重合体等の熱可塑性
樹脂等が適用できる。
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　好ましい背面負荷材２１の形状は、圧電素子２２又は圧電素子２２を含むプローブヘッ
ドの形状に応じて、適宜選択することができる。
【００３４】
［音響素子：音響整合層］
　音響整合層２３は、圧電素子２２と音響レンズ２５との間の音響インピーダンスを整合
させ、圧電素子２２、音響整合層２３及び音響レンズ２５の各々の境界面での反射を抑制
する。音響整合層２３は、圧電素子２２の前端面に装着される。
【００３５】
　音響整合層２３は、単層でもよいし複数層から構成されてもよいが好ましくは２層以上
である。音響整合層２３の各層厚は、超音波の波長をλとすると、λ／４となるように定
める必要がある。これを満たさない場合、本来の共振周波数とは異なる周波数ポイントに
複数の不要スプリアスが出現し、基本音響特性が大きく変動してしまう。その結果、残響
時間の増加、反射エコーの波形歪みによる感度やＳ／Ｎの低下を引き起こしてしまい好ま
しくない。
【００３６】
　音響整合層２３の音響インピーダンスは、最も後側の層から最も前側の層にかけて漸次
減少するとともに、最も後側の層の音響インピーダンスが圧電素子２２の音響インピーダ
ンス未満となるよう設定される。また、後述する音響レンズ２５の音響インピーダンスと
整合させるため、最も前側の層の音響インピーダンスと音響レンズ２５の音響インピーダ
ンスとの差をより小さくすることが好ましい（一致しても良い）。
　また、音響整合層２３を構成する複数の層の各々の厚みは、各層の組成により決定され
る音速及び圧電素子２２から送信される超音波の中心周波数に応じた波長（例えば、λ）
単位で１／４λ未満としても良い。これにより、超音波の中心周波数に対する低周波側の
音響整合層２３による減衰を低減することができる。
【００３７】
　音響整合層２３に用いられる材料として、具体的には、アルミ、アルミ合金（例えばＡ
Ｌ－Ｍｇ合金）、マグネシウム合金、マコールガラス、ガラス、溶融石英、コッパーグラ
ファイト、ＰＥ（ポリエチレン）やＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＣ（ポリカーボネート）
、ＡＢＣ樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＡＡＳ樹脂、ＡＥＳ樹脂、ナイロン（ＰＡ６、ＰＡ６－６）
、ＰＰＯ（ポリフェニレンオキシド）、ＰＰＳ（ポリフェニレンスルフィド：ガラス繊維
入りも可）、ＰＰＥ（ポリフェニレンエーテル）、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケト
ン）、ＰＡＩ（ポリアミドイミド）、ＰＥＴＰ（ポリエチレンテレフタレート）、エポキ
シ樹脂、ウレタン樹脂等が挙げられる。好ましくはエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂に、充
填材として、タングステン、亜鉛華、酸化チタン、シリカやアルミナ、ベンガラ、フェラ
イト、酸化タングステン、酸化イットリビウム、硫酸バリウム、モリブデン等を入れて成
形したものが適用できる。ここで、充填材の種類や量、分布等を各層で異ならせることに
より、同一の種類の樹脂であっても各層の音響インピーダンスを異なるものとすることが
できる。
【００３８】
［音響素子：音響レンズ］
　音響レンズ２５は、屈折を利用して超音波ビームを集束し分解能を向上するために配置
されるものである。即ち、音響レンズ２５は、超音波探触子２の被検体と接する側に設け
られ、圧電素子２２にて発生した超音波を、被検体に効率よく入射させる。音響レンズ２
５は、被検体と接する部分で、内部の音速に応じて凸型又は凹型のレンズ形状を有し、被
検体に入射される超音波を、撮像断面と直交する厚さ方向（エレベーション方向）で収束
させる。
【００３９】
　音響レンズ２５の音響インピーダンスは、被検体の音響インピーダンスに対して、音響
レンズ２５と被検体との間での超音波の減衰や反射がより小さくなるよう適宜設定される
。ここで、被検体はヒトの肉体等であることから、一般的に、音響レンズ２５の音響イン
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ピーダンスは、圧電素子２２のような硬質の物質に比して音響インピーダンスが極めて低
く設定される。このことから、音響レンズ２５は、設定された音響インピーダンスに対応
する素材（例えば、軟質の高分子材料等）により形成される。
【００４０】
　音響レンズ２５を構成する素材としては、従来公知のシリコーン系ゴム、ブタジエン系
ゴム、ポリウレタンゴム、エピクロルヒドリンゴム等のホモポリマー、エチレンとプロピ
レンとを共重合させてなるエチレン－プロピレン共重合体ゴム等の共重合体ゴム等が適用
可能である。これらのうち、シリコーン系ゴム及びブタジエン系ゴムを用いることが好ま
しい。
【００４１】
［補強材］
　補強材３１は、ケーシングに固定され、音響素子２０と放熱材３３とを支持する機能と
、音響素子２０で生じた熱を放熱材３３に伝達する機能とを有している。
　従って、音響素子２０は背面負荷材２１の後方に設けられている。補強材３１の前端面
は、背面負荷材２１の後端面に対してネジ締めや接着により密着している。これらの相互
間を接着する場合、熱伝導率の高い接着剤を使用する他、エポキシ接着剤など樹脂系接着
剤を極めて薄い接着層になるように使用しても良い。
　補強材３１に用いられる材料として、具体的には、銅やアルミ等の金属、熱伝導率の高
い樹脂等の材料を使用することが望ましい。
【００４２】
［放熱材］
　放熱材３３は、減衰・熱伝導材３２を介して、補強材３１の後端部に連結され、当該補
強材３１に支持されている。
　この放熱材３３は、前後方向に長尺であり、後端部側は板状に形成されている。また、
放熱材３３は、前端部のみで支持されており、後端部及びその周囲の面はケーシングに支
持されていない。従って、放熱材３３の後端部側は自由端の状態で後方に延出されている
。
　放熱材３３を構成する素材としては、銅やアルミニウムなどの金属、カーボングラファ
イトなどの熱伝導率の大きな材料が好適である。
【００４３】
［減衰・熱伝導材］
　減衰・熱伝導材３２は、補強材３１と放熱材３３との間に設けられ、補強材３１から放
熱材３３への熱伝達を良好に行いつつ、音響素子２０側からの超音波振動を減衰させて放
熱材への伝達を抑制する。
　補強材３１の後端面、減衰・熱伝導材３２の前端面、減衰・熱伝導材３２の後端面及び
放熱材３３の前端面は、いずれも平滑であり、補強材３１の後端面と減衰・熱伝導材３２
の前端面とが密着し、減衰・熱伝導材３２の後端面と放熱材３３の前端面とが密着した状
態で連結されている。これにより、補強材３１と放熱材３３とは直接的に接触しないよう
になっている。補強材３１、減衰・熱伝導材３２、放熱材３３の相互間は、ネジ止め、接
着等により連結され、接着する場合には熱伝導率の高い接着剤が使用される。
【００４４】
　減衰・熱伝導材３２を構成する素材は、熱伝導性材料を含んだ減衰材、例えば、熱伝導
性材料として金属フィラーの含有により熱伝導率がより高められたシリコーン、エポキシ
等の樹脂が好適である。
　減衰・熱伝導材３２の熱伝導率は0.5W/(m・K)以上であって、上限は放熱材３３と同程
度であることが望ましく、可能であればより高くしても良い。
　また、減衰・熱伝導材３２の超音波の減衰率は、3dB/mm at 5MHz以上であって、上限は
背面負荷材２１と同程度であることが望ましく、可能であればより高くしても良い。
　減衰・熱伝導材３２の熱伝導率と超音波の減衰率は、主材料となるシリコーン、エポキ
シ等の樹脂に対する金属フィラーの含有量により調整することができる。
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【００４５】
［超音波探触子の動作］
　上記構成の超音波探触子２では、超音波画像診断装置Ｓの送信部１２からケーブル３を
介して電気信号である駆動信号が供給されると、音響素子２０の圧電素子２２に電圧が印
加され、超音波に変換されて、音響整合層２３及び音響レンズ２５を介して被検体に送波
される。そして、被検体から発生した反射超音波は、圧電素子２２により受波され、受信
信号に変換されて、ケーブル３を介して超音波画像診断装置Ｓの受信部１３に送信される
。
【００４６】
　一方、超音波探触子２では、圧電素子２２から被検体に向けて超音波が送波される際、
圧電素子２２の背面側にも超音波が射出される。射出された超音波は、その多くは背面負
荷材２１により減衰するが、その一部は補強材３１に伝わる。
　そして、補強材３１に伝わった超音波は放熱材３３に向かうが、補強材３１と放熱材３
３との間には減衰・熱伝導材３２が介在するので、超音波はその多くが減衰し、放熱材３
３への伝達量が効果的に低減される。
【００４７】
　また、圧電素子２２による超音波の送波の際に音響素子２０は発熱する。音響素子２０
から発生した熱は、補強材３１及び減衰・熱伝導材３２を介して放熱材３３に向かい、放
熱材３３の表面から放熱される。このとき、熱伝達経路には、減衰・熱伝導材３２が存在
するが、減衰・熱伝導材３２は、熱伝導性材料を含んでいるので、良好に熱伝達が行われ
、効果的に放熱が行われる。
【００４８】
［第一の実施形態における技術的効果］
　上記超音波探触子２は、放熱材３３に接して、熱伝導性材料を含んだ減衰・熱伝導材３
２が設けられているので、減衰・熱伝導材３２により音響素子２０から発生した熱の放熱
材３３への伝達を阻害せず、効果的に放熱を行うことができる。
　また、補強材３１から放熱材３３に向かう超音波は、減衰・熱伝導材３２によりその多
くが減衰され、放熱材３３への伝達を抑制するので、放熱材３３の固有振動周波数とその
高次高調波によって発生するノイズを効果的に低減することが可能となる。
【００４９】
　特に、減衰・熱伝導材３２は、放熱材３３の音響素子２０側に設けられているので、音
響素子２０から発生した熱を良好に放熱材３３に伝達して効果的に放熱を行うことができ
る。
　また、さらに、補強材３１から放熱材３３に向かう超音波が、減衰・熱伝導材３２によ
り減衰されるので、放熱材３３の固有振動周波数とその高次高調波によって発生するノイ
ズをより効果的に低減することが可能となる。
【００５０】
［第二の実施形態］
　以下に、本発明の第二の実施形態である超音波探触子２Ａについて図面を用いて説明す
る。ただし、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々
の限定が付されているが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではな
い。
　なお、超音波探触子２Ａについて前述した超音波探触子２と同一の構成については同符
号を付して重複する説明は省略する。
【００５１】
　この超音波探触子２Ａは、減衰・熱伝導材３２に替えて、減衰・熱伝導材３２Ａが、補
強材３１と放熱材３３の間ではなく、放熱材３３の後端面に設けられている。
　この減衰・熱伝導材３２Ａは、前述した超音波探触子２の減衰・熱伝導材３２と材質が
同一であり、放熱材３３の後端面と同じ形状となっている。
【００５２】
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　上記超音波探触子２Ａは、放熱材３３の後端部に減衰・熱伝導材３２Ａが設けられてい
るので、補強材３１から放熱材３３に伝わった超音波が放熱材３３の後端面で反射するこ
とが抑制され、放熱材３３の固有振動周波数とその高次高調波によって発生するノイズを
効果的に低減することが可能となる。
　また、放熱材３３の後端部に、当該放熱材３３とは異なる材質からなる減衰・熱伝導材
３２Ａが設けられることにより、固有振動周波数を決定する振動系が放熱材３３のみの場
合と異なる状態となり、放熱材３３の固有振動周波数とその高次高調波によって発生する
ノイズを効果的に低減することが可能となる。
【００５３】
　さらに、補強材３１と放熱材３３の間に、減衰・熱伝導材が介在せず、直接的に連結さ
れているので、音響素子２０から発生した熱が良好に放熱材３３に伝達され、効果的に放
熱を行うことができる。
　また、減衰・熱伝導材３２Ａは、熱伝導性材料を含み、熱伝導率が高い材質からなるの
で、放熱材３３からの熱の伝搬が行われ、減衰・熱伝導材３２Ａ自体も放熱を行うことか
ら、より効果的に放熱を行うことができる。
【００５４】
［第三の実施形態］
　以下に、本発明の第三の実施形態である超音波探触子２Ｂについて図面を用いて説明す
る。ただし、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々
の限定が付されているが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではな
い。
　なお、超音波探触子２Ｂについて前述した超音波探触子２と同一の構成については同符
号を付して重複する説明は省略する。
【００５５】
　この超音波探触子２Ｂは、減衰・熱伝導材３２に替えて、放熱材３３の後端部に多面の
散乱構造からなる減衰部３２Ｂが形成されている。
　この減衰部３２Ｂは、前後方向に直交する方向から見て、鋸歯状となっており、これに
より、放熱材３３の後端部が前後方向に垂直な平滑面ではなく、前後方向に対して傾斜し
た多数かつ面積の小さな傾斜面から構成されている。
【００５６】
　上記超音波探触子２Ｂは、放熱材３３の後端部に多面の散乱構造からなる減衰部３２Ｂ
が設けられているので、補強材３１から放熱材３３に伝わった超音波が放熱材３３の後端
部に形成された多数の傾斜面により散乱され、音響素子２０側へ反射する超音波の強度を
低減し、放熱材３３の固有振動周波数とその高次高調波によって発生するノイズを効果的
に低減することが可能となる。
【００５７】
　さらに、補強材３１と放熱材３３の間に、減衰・熱伝導材が介在せず、直接的に連結さ
れているので、音響素子２０から発生した熱が良好に放熱材３３に伝達され、効果的に放
熱を行うことができる。
　また、減衰部３２Ｂは、多数の傾斜面が形成されているので、表面積を増やすことがで
き、より効果的に放熱を行うことができる。
　特に、減衰部３２Ｂを鋸歯状構造とすることにより、尖鋭となる形状に延出された部位
が数多く生じるので、この形状からもより効果的に放熱を行うことができる。
　なお、放熱材３３の音響素子２０側の端部に前述した減衰・断熱材３２をさらに設けて
も良い。
【符号の説明】
【００５８】
１　超音波画像診断装置本体
２，２Ａ，２Ｂ　超音波探触子
２ａ　振動子
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２０　音響素子
２１　背面負荷材
２２　圧電素子
２３　音響整合層
２５　音響レンズ
３１　補強材（支持体）
３２，３２Ａ　減衰・熱伝導材
３２Ｂ　減衰部
３３　放熱材
Ｓ　超音波画像診断装置

【図１】 【図２】
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